
 第１６号議案 

 

長岡京市都市公園条例の一部改正について 

 

 長岡京市都市公園条例（昭和４７年長岡京市条例第２２号）の一部を別紙の

とおり改正するものとする。 

 

 令和６年２月２１日提出 

 

 

長岡京市長 中小路 健 吾 

 

 

（提案理由） 

  長岡公園に有料駐車場を設置するとともに、西山公園ジャブジャブ池駐車

場を廃止し、その他規定の整備を行うため、条例の一部を改正する必要があ

るので提案する。 

 

 



長岡京市都市公園条例の一部を改正する条例 

 （長岡京市都市公園条例の一部改正） 

第１条 長岡京市都市公園条例（昭和４７年長岡京市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（公園施設の設置基準） （公園施設の設置基準） 

第２条の３ 【略】 第２条の３ 【略】 

２ 法第４条第１項ただし書の条例で定め

る範囲は、都市公園法施行令（昭和３１

年政令第２９０号）第６条第２項から第

７項までに定めるところによる。 

２ 市の設置に係る都市公園について法第

４条第１項ただし書の規定により条例で

定める範囲は、都市公園法施行令（昭和

３１年政令第２９０号）第６条第１項各

号に掲げる場合について同条第２項から

第６項までに規定する範囲をもつて、そ

の範囲とする。 

（行為の禁止） （行為の禁止） 

第３条 都市公園においては、次の各号に

掲げる行為をしてはならない。ただし、

市長が、特別の必要があると認めるもの

については、この限りでない。 

第３条 都市公園においては、次の各号に

掲げる行為をしてはならない。ただし、

市長が、特別の必要があると認めるもの

については、この限りでない。 

⑴～⑸ 【略】 ⑴～⑸ 【略】 

⑹ 市長が指定した場所以外の場所へ車

両を乗り入れ、又は駐車すること。 

⑹ 指定された場所以外の場所へ車両を

乗り入れ、又は駐車すること。 

⑺～⑽ 【略】 ⑺～⑽ 【略】 

 （臨時駐車場） 

【削る】 第４条の３ 臨時駐車場（市の管理する公

園施設で特定期間臨時的に有料で駐車利

用させるものをいう。以下同じ。）とす

ることができる公園施設は、別表第２の

３に掲げるものとする。 

 ２ 臨時駐車場を利用しようとする者（以

下「駐車場利用者」という。）は、自動車

を入場させる際に駐車料を納付し、駐車

券の交付を受けなければならない。 

 ３ 臨時駐車場の供用日及び供用時間は、

別に定める。 

 ４ 前項の規定により定めた事項の周知

は、臨時駐車場の見やすい場所への掲示

その他の適切な方法により行うものとす



改正後 改正前 

る。 

 （駐車料） 

第８条の６ 削除 第８条の６ 駐車料は、別表第６に定める

額に消費税等相当額を加えて得た額とす

る。この場合において、当該額に１０円

未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

 ２ 駐車場利用者は、駐車料を市長に納付

しなければならない。 

 別表第２の３を削る。 

改正後 改正前 

別表第３（第８条関係） 別表第３（第８条関係） 

  都市公園基本額（他の別表に定めがあ

るものを除く。） 

都市公園基本額（他の別表に定めがあ

るものを除く。） 

⑴ 公園施設を設ける、又は公園施設を

管理する場合 

⑴ 公園施設を設ける、又は公園施設を

管理する場合 

【表省略】 【表省略】 

⑵ 公園を占用する場合 ⑵ 公園を占用する場合 

【表省略】 【表省略】 

⑶ 公園を利用する場合 ⑶ 公園を利用する場合 

【表省略】 【表省略】 

備考 

１ 表に掲げる額が単位当たりで定めら

れている場合においては、当該単位の

端数計算については、次のとおりとす

る。 

  ⑴ 年を単位として定められている場

合において、使用期間が１年未満の

場合又は１年未満の端数を生じた場

合は、月割をもつて計算する。この

場合において、１月未満の端数は１

月として計算し、月割をもつて計算

した１月の額に１円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨てる。ただ

し、表の⑵の２の場合における１月

分のみの額に限り、その額が１０円

に満たないときは、１０円とする。 

備考 表に掲げる額が単位当たりで定め

られている場合においては、当該単位

の端数計算については、次のとおりと

する。 

⑴ 年を単位として定められている場

合において、使用期間が１年未満の

場合又は１年未満の端数を生じた場

合は、月割をもつて計算する。この

場合において、１月未満の端数は１

月として計算し、月割をもつて計算

した１月の額に１円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨てる。ただ

し、表の⑵の２の場合における１月

分のみの額に限り、その額が１０円

に満たないときは、１０円とする。 

⑵ 月を単位として定められている場



改正後 改正前 

  ⑵ 月を単位として定められている場

合において、使用期間が１月未満の

場合又は１月未満の端数を生じたと

きの端数は、１月として計算する。 

  ⑶ １件１平方メートル未満若しくは

１メートル未満のもの又は１平方メ

ートル未満若しくは１メートル未満

の端数を生じたときの端数は、それ

ぞれ１平方メートル又は１メートル

として計算する。 

２ ⑴の表において法第５条第１項の許

可を受ける者に使用料の額を提案させ

る場合は、この表の規定にかかわらず、

当該提案に係る額を勘案して市長が定

める額とする。 

合において、使用期間が１月未満の

場合又は１月未満の端数を生じたと

きの端数は、１月として計算する。 

  ⑶ １件１平方メートル未満若しくは

１メートル未満のもの又は１平方メ

ートル未満若しくは１メートル未満

の端数を生じたときの端数は、それ

ぞれ１平方メートル又は１メートル

として計算する。 

 別表第６を削る。 

第２条 長岡京市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

第４条の２ 【略】 

（駐車場） 

第４条の２ 【略】 

第４条の３ 駐車場（市の管理する公園施

設を有料で駐車利用させるものをいう。

以下同じ。）とすることができる公園施

設は、次の表のとおりとする。 

【加える】 

公園名 公園施設の名称 

長岡公園 長岡公園駐車場 
 

 

２ 駐車場を利用しようとする者は、自動

車を出場させる際に駐車料を納付するも

のとする。 

 

（駐車料）  

第８条の６ 駐車料は、別表第６に定める

額とする。 

第８条の６ 削除 

２ 駐車場利用者は、駐車料を市長に納付

しなければならない。 

 

 別表第５の次に次の１表を加える。 

別表第６（第８条の６関係） 

施設名 区分 駐車料 



長岡公園駐車場 普通自動車 ３０分までごとに１００円（ただし、４０分以内は無料

とする。） 

 備考 普通自動車とは、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条の

表に規定する普通自動車をいう。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、規則で定める日から施

行する。 

 


